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労働者派遣法第23条第5項に基づき、下記の情報を提供します。

① 人

② 件

③ 円

④ 円

⑤ ％

⑥

当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
当該労使協定の有効期間の終期

⑦

訓練内容

⑧ その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項

弊社マージン率には以下の費用が含まれております。
・法定福利費 （事業主として負担すべき社会保険料および労働保険料）
・福利厚生費 （年次有給休暇時の賃金・健康診断費用・予防接種費用等）
・教育訓練費 （教育研修費用・資格取得費用等）
・運営費 （労務管理費・募集採用活動費・事務所賃借料・通信費等）

以　上

エス・エス・シー スタッフ相談室
0120-09-7830

キャリアコンサルティング相談窓口 相談窓口
連絡先

OFF-JT 無償 有給派遣中（その他）物流（基礎）研修

マイクロソフト（エクセル）研修 派遣中（その他） OFF-JT 無償 有給

OFF-JT 無償 有給派遣中（4年目以降）業務改善研修

OFF-JT 無償 有給派遣中（4年目以降）モチベーションアップ研修

OFF-JT 無償 有給派遣中（3年目）メンタルヘルス研修

OFF-JT 無償 有給派遣中（3年目）リーダーシップ（初級）研修

OFF-JT 無償 有給派遣中（2年目）品質管理（製造業基礎）研修

OFF-JT 無償 有給派遣中（2年目）リーダーシップ（入門）研修

OFF-JT 無償 有給派遣中（１年目）品質管理（基本）研修

OFF-JT 無償 有給派遣中（１年目）ビジネスマナー研修

訓練の方法 訓練費負担 賃金支給対象となる派遣労働者訓練の内容

令和7年3月31日

締結している

全ての職種

【令和5年6月30日付】

事業所の名称
事業所の住所

株式会社エス・エス・シー （許可番号　派10-300211）
群馬県太田市岩瀬川町531番地1

記

派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項

労使協定を締結しているか否かの別等

マージン率 （（③－④）÷③）

派遣労働者の賃金の平均額 （8ｈ平均）

派遣料金の平均額 （8ｈ平均）

派遣先の数 （実数）

派遣労働者の数 253

52

13,664

10,494

23.2

【令和5年6月30日付】

労働者派遣事業

マージン率等の情報提供について
【対象期間】 令和4年7月1日 令和5年6月30日


